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消費生活センターでは、消費者ト
ラブルの未然防止のため、会社への
出張相談や自治会、学校など団体へ
の出前講座などを行っています。
お気軽にご相談ください。

１．「結構です」「いいです」といったイエス・ノーどちらにも取られるあ
いまいな返事はしない。必要がなければ、はっきりと断る。
２．「無料」「必ずもうかる」「あなただけに」といったうまい話には、要
注意。この世の中、そんなうまい話は、そうそうありません。
３．契約は急がず、家族や信頼できる人などと、慎重によく検討してから
にしましょう。
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だまされたと気づいたら、すぐにあきらめないで消費生活センターへ�
☆消費者契約法；不当な行為なら取り消しが可能

一方的に不当な契約条項は無効

☆クーリング・オフ；８日間以内なら無条件で解約
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悪質商法にだまされないポイント

高齢者や20代の若者を狙った�
悪質商法の相談が増えています�
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教室・講座

（電話勧誘による資格講座、

外国語教室）

理美容（エステ）

学習教材

（会員権付きビデオ）

アクセサリー

（アポイントメント商法に

よるダイヤ・ネックレス）

賃貸マンション・アパート

（ハウスクリーニング）

（平成12年度）
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件 数
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52%

37%

31%

27%

20歳代の割合

20歳代の割合が多い相談

商品やサービスなどを販売するだけでな

く、ねずみ算式に次々と友人などを勧誘す

るとマージンが入るといった販売方法で

す。うそをついて友人などを勧誘すると罰

せられます。
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